
【上天草市学校給食費補助金交付事業】 

補助額 

補助金申請 

 補助金の申請等は、学校で一括して行いますので、保護者の手続きは不要です。 

 上天草市では、保護者の経済的負担の軽減と子育て支援の推進を目的に、市

内の小中学校に在籍する児童生徒の学校給食費を補助します。 

補助方法 

 学校給食費から補助金分を差し引いた額を給食費として徴収します。 

①物価高騰対策支援  全児童生徒へ月額５００円補助 

 全児童生徒を対象とした、物価高騰等に伴う給食費の値上げに対する負担軽減を目的と

する補助 

 〈計算方法〉 

  月額５００円×１１月 

 

②多子世帯支援  第2子※以降の学校給食費の半額補助 

 第２子以降の児童生徒を対象とした、子育て支援の推進を目的とする補助 

  ※第2子とは、小中学校に在籍する児童生徒のうち、上から２人目です。 

 〈計算方法〉 

  （学校給食費（月額）－５００円）×１／２×１１月 

  【１月１人当たりの上限額】 

   児童（小学校）で月額２，０００円、生徒（中学校）で月額２，２５０円 

問い合わせ先 上天草市教育委員会 学務課 教育企画係 電話 0969-28-3379（直通） 


